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西新井法人会の会費について 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．会費の種類 

1． 西新井法人会の会費 

ⅰ）会費は一口100円とし、1ヶ月分の金額を10口～30口の範囲内で、入会する 

ご本人により決めて頂いております。 

（法人、個人を問いません。また、１ヶ月の最低額は10口の1,000円です。） 

    ⅱ）前項ⅰ）に関わらず、以下に定義する“関連会社”については、1ヶ月会費を一律 

5口としています。 

①代表者が、既に入会済み法人の代表者と同一である法人。 

②該当法人の株式を入会済みの 法人関係者* が50％以上所有している法人。 

      ＊入会済み法人の代表者及びその代表者の一親等親族（子、父母） 

    ＊入会済み法人の代表者の配偶者 

    ＊入会済み法人 

 

             ＜ 例 ＞ 同一の代表者で3社入会している場合 

               Ａ社 1ヶ月の会費 20口（2,000円） 

               Ｂ社 1ヶ月の会費 5口（500円） 

               Ｃ社 1ヶ月の会費 5口（500円） 

 

2． 部会の会費 

西新井法人会には三つの部会（源泉部会、青年部会、女性部会）があり、部会に入会す

る会員については、部会運営のため、上記1．とは別に1ヶ月1,000円 （年 12,000
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円）の部会費を納めます。（会費は部会ごとに必要です） 

 

             ＜ 例 ＞ 源泉部会と青年部会に入会している会員の場合 

                西新井法人会の会費 ＋ 源泉部会の会費 ＋ 青年部会の会費  

  

    注）西新井法人会に入会していないと、各部会には入会できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．入会者の会費について 

 

 月の途中において入会した場合、原則、その月の会費は発生します。日割り計算は行いません。 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．会費の納入方法 

  会費の納入は、原則として金融機関の口座からの自動引落をお願いしています。 

引落以外の方法の場合、会員ご本人による法人会指定口座への振込をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

口座からの自動引落 

Ａ．西新井地域の指定信金・信組等 

振  込 

西新井法人会 

源 泉 部 会 青 年 部 会 女 性 部 会 

法人会の会費 

部会の会費 部会の会費 部会の会費 

Ｂ．銀行等、指定以外の金融機関 
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     Ａ．「西新井法人会 会費預金口座振替依頼書」（専用紙）による手続きが必要です。 

     Ｂ．「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」（3枚複写の専用紙） 

による手続きが必要です。 

 

※口座振替依頼書はダウンロード出来ません。必要な場合は法人会事務局までご連絡ください。 
 

 

  １．下記金融機関の支店の場合、年４回または年１回の引落のどちらかを選べます。 

    （Ａの「西新井法人会 会費預金口座振替依頼書」による申込） 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   〔 年 4回引落の場合 〕 

 

引落日 

 

         5/7 

 

         8/7 

 

         11/7 

 

         2/7 

対象月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

１０月 

 

１１月 

 

１２月 

翌年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

   〔 年１回引落の場合 〕 

 

引落日 

 

         5/7 

対象月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

１０月 

 

１１月 

 

１２月 

翌年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

足立成和信用金庫 

▼入谷支店 

▼古千谷支店 

▼竹の塚支店 

▼西新井駅前支店 

▼皿沼支店 

▼江北支店 

▼本木支店 

▼本木関原支店 

▼中央支店 

城北信用金庫 

▼西新井本町支店 

▼梅島支店 

▼入谷舎人支店 

▼西新井支店 

▼新田支店 

▼宮城支店 

亀有信用金庫 

▼竹之塚支店 

巣鴨信用金庫 

▼鹿浜支店 

朝日信用金庫 

▼足立支店 

▼西新井支店 

▼江北支店 

▼六月支店 

東京東信用金庫 

▼足立支店 

瀧野川信用金庫 

▼竹の塚支店 

▼足立支店 

▼江北支店 

▼入谷舎人支店 

全東栄信用組合 

▼舎人支店 

▼西新井支店 

大東京信用組合 

▼足立支店 

東京スマイル 
農業協同組合 

▼高野支店 

▼皿沼支店 

▼伊興支店 

３ヶ月分会費引き落とし ３ヶ月分会費引き落とし ３ヶ月分会費引き落とし ３ヶ月分会費引き落とし 

１２ヶ月分会費引き落とし 
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   〔 口座振替依頼書の書き方 〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ①「預金者」欄                ②「契約者」欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株
式
会
社 

西
新
井
法 

人
会
之
印 

（ 記 入 例 ） 

口座の届出印をはっきり

と押印して下さい 

引落口座について、金融機関へお届けの内容を記入

して下さい。 

「氏名」欄には口座の名義人を記入して下さい。 

フリガナを忘れずに記入して下さい。 

法人の場合は“㈱”などの略号は使わずに“株式会社”

とフルで記入し、代表者名も“代表取締役”など、届

出の肩書きを忘れずに記入して下さい。 

                                                                                     

法人会 会員の内容を

記入して下さい。 

123-0842 

足立区栗原 3－10－16 

       03 3852 2511 

 ｼｬ)ﾆｼｱﾗｲﾎｳｼﾞﾝｶｲ (ﾀﾞｲ)ﾆｼｱﾗｲｾｼﾙ 

株式会社西新井法人会 
代表取締役 西新井世知 

 123-0842 

足立区栗原 3－10－16 

       03 3852 2511 

 ｼｬ)ﾆｼｱﾗｲﾎｳｼﾞﾝｶｲ (ﾀﾞｲ)ﾆｼｱﾗｲｾｼﾙ 

株式会社西新井法人会 

代表取締役 西新井世知 
 

10  4  1 
 

西新井信用金庫 
足立栗原 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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    ③「指定金融機関名」・「預金の種類」・「口座番号」欄  

 

 

 

 

 

 

 

 

    ④「振替日」について 

     会費の引き落としは、5 月・8 月・11 月・2 月の各 7 日（休日の場合は翌営業日） 

の年4回、3ヶ月分ずつの引落が原則です。 

年払いを希望する場合は、振替日の 5月7日 部分に○をつけて下さい。 

年払いの場合、年度最初の5月にその年度一年 分の会費を引き落とします。 

※5月引き以外は、年払いは出来ません。 

 

 

 

 

 

 

記入内容を訂正する場合には、訂正部分の上から二重線を引き、正しい内容をその 

付近に記入し、必ず①で使用したのと同じ印鑑で訂正印を押して下さい。 

いかなる場合も修正テープや修正液による訂正の入った書類は受け付けられません。 

 

 

 

 

  ２．全ての金融機関 ・支店（銀行、ゆうちょ、ネット銀行＊＊含む）において、年２回または 

年１回の引落のどちらかを選べます。 

    （Ｂの「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」による申込） 

引落口座のある金融機関を支店名まで正しく 

記入して下さい。 

普通預金口座か、当座預金口座かの種類を、 

該当する方に○をつけて下さい。 

口座番号を右詰で記入して下さい。 

7桁未満の番号の場合は、頭にゼロをつけて下さい。 

  ＜例＞  
0 0 1 2 3 4 5 

 

年払いを希望の場合は、5月7日部分に 

○をつけて下さい。 

西新井信用金庫 
足立栗原 

 

1 2 3 4 5 6 7 
0 8 9 0 0 1 2 

株
式
会
社 

西
新
井
法 

人
会
之
印 
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＊＊ネット銀行の取り扱いは、以下の6行のみになります。（2024年 4月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〔 年２回引落の場合 〕 

 

引落日 

 

         5/1  

 

         11/1  

対象月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

１０月 

 

１１月 

 

１２月 

翌年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

 

   〔 年１回引落の場合 〕 

 

引落日 

 

         5/1 

対象月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

１０月 

 

１１月 

 

１２月 

翌年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ヶ月分会費引き落とし ６ヶ月分会費引き落とし 

１２ヶ月分会費引き落とし 

楽天銀行        （任意の印鑑を押印） 

ＰａｙＰａｙ銀行     （名字を記入） 

ソニー銀行        （任意の印鑑を押印） 

セブン銀行        （任意の印鑑を押印） 

住信ＳＢＩネット銀行   （任意の印鑑を押印） 

GMOあおぞらネット銀行 （任意の印鑑を押印） 



   〔 口座振替依頼書の書き方 〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ①「預金口座」欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 見 本 ） 

ｼｬ)ﾆｼｱﾗｲﾎｳｼﾞﾝｶｲ (ﾀﾞｲ)ﾆｼｱﾗｲｾｼﾙ 

株式会社西新井法人会 

代表取締役 西新井世知 
 

株
式
会
社 

西
新
井
法 

人
会
之
印 

西新井 

足立栗原 1 2 3 4 5 6 7 

 

ｱﾀﾞﾁｸｸﾘﾊﾗ 
 
123-0842 

足立区栗原 3－10－16         03 3852 2511 

 

口座の届出印をはっきり

と押印して下さい。 
 

口座印のないネット銀行

の場合、自署か任意印に

なります。どちらかは前

記のネット銀行一覧でご

確認下さい。 

引落口座について、金融機関へお届けの内容を記入して下さい。 

「預金者名」欄には口座の名義人を記入して下さい。フリガナを忘れずに記入して下さい。 

法人の場合は“㈱”などの略号は使わずに“株式会社”とフルで記入し、代表者名も“代表取

締役”など、届出の肩書きを忘れずに記入して下さい。 

引落口座のある金融機関名、支店名を正しく 

記入して下さい。 

金融機関コード ・店番号は、

わからない場合は空欄のま

まで大丈夫です。 

預金種目は、普通か、当座か、 

該当する方に○をつけて下さい。 

 

口座番号は右詰で記入して下さい。 

7 桁未満の番号の場合は、頭にゼロ

をつけて下さい。 

  ＜例＞  

 

 

 0 0 1 2 3 4 5 

 

10  4  1 
 

ＴＯＰ 
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    ②「ゆうちょ銀行」欄 

     金融機関が「ゆうちょ銀行（郵便局）」の場合、①の欄ではなく、「ゆうちょ銀行」欄 

に記入して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ④「振替日」について 

     会費の引き落としは、5月・11月の各１日（休日の場合は翌営業日）の年２回、 

６ヶ月分ずつの引落が原則です。 

年払いの場合、年度最初の5月１日にその年度一年 分の会費を引き落とします。 

※5月引き以外は、年払いは出来ません。 

年払いを希望する場合は、事務局までお申し出下さい。 

（入会申込書と一緒に振替依頼書を提出される場合は、入会申込書の空いている 

部分に“年払い希望”とメモ書きを入れて下さい。） 

 

    ⑤「契約者」欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口座の名義人を記入して下さい。 

フリガナを忘れずに記入して下さい。 

法人の場合は“㈱”などの略号は使わずに“株式

会社”とフルで記入し、代表者名も“代表取締役”

など、届出の肩書きを忘れずに記入して下さい。 

口座の届出印をはっきり

と押印して下さい 

口座の記号・番号は右詰で正

しく記入して下さい。 

 

                                                                                     

会員の住所を記入して下さい。 

「住所」欄の省略は出来ません。 
 

フリガナも忘れずに記入して下さい。 

                                                                                     

法人会 会員名を記入して下さい。 

①の「預金者」と同一の場合は、空欄のままで大丈夫です。 
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記入内容を訂正する場合には、訂正部分の上から二重線を引き、正しい内容をその 

付近に記入し、必ず①または②で使用したのと同じ印鑑で訂正印を押して下さい。 

いかなる場合も修正テープや修正液による訂正の入った書類は受け付けられません。 

 

 

 

 

 

  ３．振込 

    年 2 回、または年 1 回での振込を選べます。振込の時期になりましたら、法人会から

ご案内を郵送致しますので、だいたい 1 ヶ月以内を目処に法人会口座へのお振り込み

をお願い致します。 

 

   〔 年２回振込の場合 〕 

案内日 

振込期間 

5/末 

            

11/初旬 

         

対象月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

１０月 

 

１１月 

 

１２月 

翌年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

 

   〔 年１回振込の場合 〕 

案内日 

振込期間 

           5/末 

対象月 

 

４月 

 

５月 

 

６月 

 

７月 

 

８月 

 

９月 

 

１０月 

 

１１月 

 

１２月 

翌年 

１月 

 

２月 

 

３月 

 

 

 

 

 

６ヶ月分会費の振込 ６ヶ月分会費の振込 

１２ヶ月分会費引の振込 

西新井 

足立栗原 1 2 3 4 5 6 7 

 

西 新 井 東 

 

株
式
会
社 

西
新
井
法 

人
会
之
印 
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Ⅳ．口座等の変更について 

  １．会費の引き落とし口座変更 

必要な書類を郵送いたしますので、法人会事務局までご連絡ください。（金融機関宛の 

書類になりますので、ダウンロードやメールによる送付は出来ません。） 

また、同じ支店内での変更でも口座番号が変わる場合には、新たに依頼書を作成する必 

要がありますので、よろしくお願いいたします。 

 

  ２．納入方法の変更 

     「口座引落」から 「振込による納入」への変更、または 「振込による納入」から 「口座 

引落」への変更をご希望の場合、法人会事務局までご連絡ください。 

 

 


